
詳細はこちら

京都安心すまい応援金
最大200万円の応援金で子育て世帯の
中古住宅購入を後押しします！ また、住
まい探しやリフォームの相談も行ってい
ます！

問合せ   京安心すまいセンター（☎744-1670）

詳細はこちら

空き家を売却するときの仲介手数料や 
空き家を解体するときの工事費用を 
補助する制度もあります！

問合せ   空き家相談窓口（☎231-2323）

詳細はこちら

空き家･中古住宅を所有している方

空き家･中古住宅を活用したい方

まちの不動産屋さんによる相談会を定期的に開催しています。

対象   ① 所有する方  ② 将来相続人になる方 
③ 管理を任されている方 
※①～③のご家族の方も対象

時間   各回40分 113:30～ 214：20～ 315：10～
場所   区役所２階 第２会議室
定員   各回先着１組
申込   ３月27日（木）までに 

京都いつでもコール（☎661-3755）から申込み
問合せ   空き家相談窓口（☎231-2323）

空き家相談員による不動産無料相談会

4月の相談会を担当する西田さん

空き家を持っているけどどう
しよう？とお悩みの方！
ぜひ一緒に有効活用を考えま
しょう。

ウェブサイト「K
キョウト
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ホーム
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roject」
「掘り出し物」を探し出すことを意味する「Dig」という言葉に注目し、
空き家・中古住宅の活用についての情報をお届けしています。

問合せ   住宅政策課空き家対策担当（☎222-3667）

詳細はこちら

オンライン相談も 
随時実施しています！
その他サポートはこちら ▶

空き家・中古住宅でお困りの方に
京都市では、未活用の空き家・中古住宅の供給の促進に取り組んでいます。 

空き家・中古住宅の活用のアイデアを見つけ、山科の未来につなぎませんか？

やましなプラス＋
問合せ  区企画担当（☎592-3066）

やましなプラス＋ポイントの交換期限は 3月31日（月）まで！
　令和７年３月末をもって「やましなプラス+」のサービスが終了します。現在お持ちの
ポイントの交換期限は3月31日（月）までです。100やましなポイントから交換していた
だけます。 
※期限までにシリアルコードを取得されていれば、取得後６ヶ月間は各種ポイントに交換可能です。

長い間、ご利用いただき 
ありがとうございました！
区役所では、４月から 

アプリに代わる 
別のツールの導入を 

検討しています！

相談会の様子

4月
1(火)
次回は 

６月３日（火）

● 専門家がトライする妄想〇〇住宅
建築士が山科区にある中古住宅をテーマに 
リノベーションを妄想！
①テラスハウス➡家族で楽しむ農的暮らしの住まいに 
②木 造 住 宅➡子育て世帯が快適に暮らす住まいに

● あなたは京都の、どこに住む？
住むという目線で京都市内の地域をエッセイで紹介。
第１回で御陵エリアを紹介しています。
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お済ませください。
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澤田 悠 さん （四ノ宮児童館）
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